
 

 

 今年の10月1日から消費税等の税率が10％に引上げられることから、多くの改正が行われることになります。そこ

で、今回からシリーズで、消費税の改正内容などを中心に、具体的な対応策などについて解説することとします。 

 第一回目は、消費税の創設から今日までの改正の概要について解説することとします。 

 消費税は、昭和54年に「大平内閣」において財政再建のために「一般消費税」として導入を閣議決定しましたが、そ

の後、断念し、次いで昭和62年「中曽根内閣」において「売上税」を国会に提出、しかし、国民的な反対に遭い廃案と

なりました。そして、「竹下内閣」において、売上税で反対の強かったインボイス方式を見直すなどした「消費税法」を成

立させ、平成元年4月に施行されました。以後は、消費税率の引上げや制度の見直しなどが行われています。 

 

 

消費税が創設される前は、歳入に占める直接税の比率が約 72％と高く、歳入は景気に左右される状況にありました。消費

税の創設によって平成30年には、直接税の比率が約58％にまで低下しています。消費税は、税負担の水平的公平（同じ所

得水準にあり、同じ租税能力のある者については、同じ税額が徴収されるのが公平）を担保しています（累進税率の適用

される所得税などは垂直的公平（能力の高い者ほど税の負担能力も高く、より納税額が大きいのが公平）に依っています。）。

消費税の創設によって、現在の税制は、多くの所得を稼いだ人には所得に応じた税を負担してもらい、消費をした人やサービ

スを受けた人には同じ税率で税を広く薄く課税し、バランスのとれた公平な税制になっていると思います。（文責：山本和義） 
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（出典：消費税法（平成30年度版）税大講本） 


